
                             

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご利用いただける方 
当金庫または他の金融機関等において相続により取得した資金（相続預金・保

険金等。以下「相続預金等」）をお預入れいただける個人の方。 

お預入れ期間 3 年 お預入れ金額 100 万円以上かつ相続預金等の範囲内 

適用利率 

・固定金利とし、スーパー定期[複利型]の店頭表示金利（年利）に 0.15%を

上乗せした金利を約定利率として初回満期日まで適用します。 

・自動継続後は、継続時のスーパー定期預金（300 万円未満はスーパー定期、

300 万円以上はスーパー定期 300）の預入期間に応じた店頭表示金利が適

用されます。 

中途解約時の取扱い ・満期日前に解約する場合は、所定の中途解約利率により計算します。 

その他 

・利息には復興特別所得税を含め、税率 20.315％（国税 15.315％、地方

税 5％）の税金がかかります。 

・満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。 

・店頭に説明書をご用意しております。 
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～大切な思い出とともに～ 


